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１．問題、課題 

来春我が家には小学校に通う子どもがいるのですが、 

寒川町の小学校に通うには〇〇〇〇〇の県道〇〇〇号線の片側〇〇車線〇〇〇の道を 

横断して通わないと登校出来ません。 

 

ただその道も朝は大渋滞で車線から歩道を超えて 

通学路沿いにあるコンビニにどんどん進入し歩道の確保も出来ていません。 

 

県道〇〇〇号線を横断せずに 

登校出来る距離的にも 1 番近い〇〇〇〇市にある学校へ学区外通学を希望し 

先週寒川役場教育課と打ち合わせをしてきたのですが、 

区学外通学については、寒川教育委員会が設定している項目に該当しないのでＮＯの回答

（通学路の安全性では認めない。）でした。 

 

では、通学路の安全確保を検討してください。とお願いしましたが、 

1 つめの問題の県道〇〇〇号線横断についてですが、 

信号、横断歩道がついてる時点で安全柵をつけるのは行政的に優先度は下であり、 

そもそも県道なので管轄が神奈川県であり、予算の関係で県には他に危ない道はたくさん

あり、 

県はリスト順に改善していくので、中々付けれない。要望を上げ続ければ将来的にはつく

かも？と 

望む回答でありませんでした。 

たとえ柵が出来ても先週はトラックがぶつかって〇〇〇〇〇の看板が 

曲がったそうなので突っ込まれたら大変な事故になります。 

 

では、町内の他の小学校に公共交通機関を使って通学出来ないか確認をして見た所、 

保護者がバスに一緒に乗って付き添いなら…まあ？と言われました。 

ただ道が危ないからという理由で町内であっても他の小学校で許可を出せるかは？だそう

です。 

そもそも避けられない道は皆さんあって子どもは危ない道を通って危険を学ぶのでと言わ

れました。 

 



私もそれはわかります。 

ただ昨日も事故があり危ないの範囲を超えていると思います。 

またみどりのおばさんと呼ばれる学童擁護員も管轄が茅ヶ崎市交通安全協会が管轄で 

またそこも人手不足で付けれないとの回答でした。 

 

2 個目の問題は街灯が〇〇〇の為あまりなく薄暗いのですが、 

小学校はそこまで遅い下校時間ではないから街灯がなくても…と言われました。 

 

何かあった時に逃げ込める場所はあるのか？ 

→ハートの家？は所々あるが、表示が劣化してしまっている為ぱっと見どこにその家があ

るかわからないかと思う 

表示を作るには費用がかかり中々できないそうです。 

本当にそのハートの家と呼ばれる家があるのでしょうか…？ 

 

そもそも〇〇〇〇市の学校であれば通学路は確立されていて〇〇〇号線も横断しなく、 

バス通学なんか考えずに歩かせて通学が出来るんです。 

 

もうどこに相談していいかわかりません。何をしたらいいかわかりません。 

ただ安全に子供を学校に通わせたいです。 

でも現状町内の学校には親として通わせられません。 

どうしたらいいでしょう。 

隣の市に引っ越せばいいのでしょうが、 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇そう簡単に引っ越しが出来ません。 

何か良い案はないですか？ 

 

２．改善案 

もう少し越境通学に柔軟な対応を！昔とは地形も交通量大きく変わってます。 

 

 

３．改善後の効果 

交通量、事故多発の幹線道路の横断をしなくても通える小学校及び中学校を選択出来る。 
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回答 
 

＜区域外通学の是非＞ 

【所管：学校教育課・都市計画課・町民安全課】 



 

 

〇区域外通学（越境通学）、ご要望の全体を通じて       【所管：学校教育課】 

 町教育委員会では、就学すべき学校の指定変更の認定について規則を設けておりますが、

今回ご要望いただきました「通学路の安全」を理由とする場合については、区域外通学を

認める理由とはしておりません。また、ご要望者様が危険と感じられている県道〇〇〇号

は、片側〇〇車線〇〇〇の道ではありますが、信号や横断歩道のほか、待機するための歩

道も設置されていることから、一定の安全は確保されていると認識しており、現在も〇〇

〇〇小学校に通う児童が、通学路として毎日登校しています。 

 さらに、交通指導員による見守りにつきましては、人員も限られており、上記の箇所に

立っていただくことは難しい状況にありますが、一般財団法人茅ヶ崎地区交通安全協会に

相談してまいります。 

 また、〇〇〇〇〇に斜めに入ってくる車両の取り締まりや交差点と店舗の入口の構造等

につきましては、町としましても茅ケ崎警察署等に情報提供を行ってまいりますが、ご要

望者様からもご相談をしていただければ幸いです。 

 学校教育課、都市計画課、町民安全課、警察等と協力し、これからも安全な通学路にな

るよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

〇県道の安全について                   【所管：都市計画課】 

県道における安全対策を実施するのは、道路管理者である神奈川県になります。このよう

な要望があったことは町から神奈川県へ情報提供すると共に、実施可能な安全対策がある

かどうかについて、協議を行ってまいります。 

 

 

〇通学路での子どもの見守りについて            【所管：町民安全課】 

ご質問のとおり学童等交通誘導員は、一般財団法人茅ヶ崎地区交通安全協会が管轄である

ため情報共有を行います。しかしながら交通指導のスキルを備えた人材がなかなか確保出

来ない現状となっております。 

一方で、町立小学校では交通安全教育を行っており、交通安全に対する意識向上に努めて

います。 

 

 

〇防犯灯について                     【所管：町民安全課】 

防犯灯が少ないとのことですが、通学路や民家周辺におきましては設置をしているところ

です。具体的な要望箇所がございましたら、お手数でも町内会（自治会）を経由してお願

いいたします。 


